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環境濃度の推計について(依頼)

現在、厚生労働省では、「印刷事業場で発生した胞管がんの業務上外に関する検討

会」において、大阪の印刷事業場(以下「本件事業場」という。)に係る労災請求事

案の業務上外について検討を行っていますが、業務上外の判断に当たっては、作業場

における労働者の化学物質のばく露濃度を考慮する必要があります。

これらの各作業場における化学物質のばく露状況を把握す

る必要がありますが、建物が現存しない等の事情から、その把握が困難となっている

ところです。

このため、別途提供する各作業場の図面等を基に、下記の作業場における環境濃度

の推計をお願いいたします。

記

1 作業場A

印刷業務を行っていた-作業場

2 作業場B

印刷業務を行っていた圃圃・・・・作業場

3 作業場C

本件事業場カ 印刷業務を行っていた-作業場

4 作業場D

行っていた作業場
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環境濃度の推計について(報告)

平成 25年 2月 20日付け法労発 0220第 1号にて依頼のありました「環境濃度の推計に

ついて」別添のとおり報告いたします。



空気中濃度の推定結果

1.空気中濃度の推定に用いた数理モデル

数理モデ、ノレにボックスモデ、ノレを用いた推定方法とは、作業場を1つのボックスとして、ボックス内での化学物質の蒸発による発生と換気によるボックス外へ

の排気について、ボックス内の対象化学物質のマテpアノレバランス(物質収支)を基に導出した微分方程式の解((1)式)を基に空気中の対象化学物質濃

度を推定する方法である。なお、ボックスモデ、ノレは、発生した化学物質は瞬時にボックス内に均一に分布するという仮定を用いている。最大となる濃度は、

定常状態となったときの濃度で(2)式で表すことができる。空気中濃度の推定はこの(2)式を用いて行った。

(1)式

日 (2)式

C:空気中濃度、 G:単位時間当りの対象化学物質の発生量、 Q・換気量、 V:作業場の容積、 t:時間

2.空気中濃度の推定結果

化学物質は、全量が蒸発したものとして推定を行った。

11作業日の作業時間 l 

時間/日
化学物質名

1.2ージクロロプロパン

12ージクロロプロパン

1.2ージクロロプロパン

1.2ージクロロプロパン

ジクロロメタン


